
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 入札監視委員会 

平成２７年度 議事概要 

 

 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「ＪＥＳＣＯ」という。）入札監視委員会の平成２７年度委

員会が、平成２８年１月１５日、ＪＥＳＣＯ本社において開催されました。議事の概要についてお知

らせ致します。 

 

開催日及び場所 
平成２８年１月１５日（金） 

ＪＥＳＣＯ本社 Ａ会議室 

委員 

委員長 小林 光  （慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授） 

委 員 浜田 康敬 （公益財団法人給水工事技術振興財団理事長） 

委 員 稲垣 隆司 （岐阜薬科大学学長） 

審議対象期間 平成２６年１０月１日～平成２７年９月３０日 

 

抽出案件 
工事（ＰＣＢ処理事業） 

計３３件 

業務（ＰＣＢ処理事業・中間貯蔵事業）

計５０件（９件） 

※カッコ内はうち中間貯蔵事業案件 
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委員からの意見・質問 

及び回答 

意見・質問 回答 

【別紙】のとおり 

委員会による意見の具

申又は勧告の内容 

 

意見の具申又は勧告はなし 

 

ただし、各委員から意見のあった以下の点について、今後の業務の改善に役

立てること。 

１ 一般競争入札において、ホームページの掲載方法、公告期間及び発注条件に

ついて工夫をして、応札者を増やす努力をしていただきたい。  



２ 競争入札には、より具体的な仕様書が必須であり、適正な落札価格につながる

ことから、工事の安全確保策や調査の方法などを仕様書により具体的に記載す

るよう努めること。 

３ 昨年の本委員会の意見を踏まえて運用指針で随意契約理由を明確にしたの

は評価できるが、理由があっさりしすぎていて安易に運用されるおそれがあるの

で、運用指針をもっとマニュアルとして活用しやすくする検討が必要。 

 随意契約となっている工事については、切り分けをすることで競争入札が可能か

検討していただきたい。 

  

【別紙】委員からの意見及び回答 

意見・質問 回 答 

【工事】一般競争入札 

(1) 北海道施設間通路用シェルター設置工事 

○ 応札者が２者しかいなかったのはなぜか。競

争参加資格の要件が応札者を少なくする方向

に働いたのではないか。 

 

 

 

 

 

○ 変更契約が２回行われているが、その理由。

また、事前に想定できなかったのか。 

 

 

 

 

【工事】随意契約 

(2) 東京・廃粉末活性炭液処理設備設置工事 

○ ＰＣＢ設備の工事については、本来プラント

を施工した者でないとできないということで

随意契約となっているが、東京・廃粉末活性炭

スラリ化装置設置工事においては他の者が施

工していることから、技術的な能力のある者が

 

 

○ 競争参加資格の総合評定値については国の

基準を準用している。また、寒冷地での工事は

特殊なため、寒冷地での工事実績の条件を付し

た。競争参加資格に当てはまる対象業者の数が

十分にあったことから競争性が十分あると判

断し、地元への貢献という観点から地域条件を

付した。 

 

○ 工期延長については、施設が操業中で通路通

行者の安全を確保しながら工事を行ったので

時間を要したためである。追加変更について

は、実際の状況を見て、安全確保に伴う追加措

置を行ったためである。 

 

 

 

○ 東京・廃粉末活性炭液処理設備設置工事につ

いては、水熱分解の処理プラントは東京ＰＣＢ

処理事業所にしかないため、当初プラントを施

工した者と随意契約するしかなかった。 

スラリ化装置設置工事については、当初プラ



２者以上いるのであれば競争入札にできたの

ではないか。 

  結果として１者応札になったとしても、方法

として競争入札を考えることはできなかった

のか。 

 

【業務】随意契約 

(1) 北九州運転業務（平成 27 年度） 

○ JESCO は政府機関並みに会計検査院の検査

対象になっているのか、それとも臨時的に検査

の対象となったのか。 

 

○ 分析作業員の一部の単価が高いという見方

があると聞くが何と比較して高いということ

なのか。 

 

 

 

 

【業務】一般競争入札 

(2) 除去土壌等のフレキシブルコンテナ内容物の

調査業務（平成 27 年度） 

○ フレキシブルコンテナは大量にあるのでこ

のペースで調査を実施していたら、終わらない

のではないか。今後のこの事業の展開について

伺いたい。 

 これは全数調査をするのか。 

 

 

 

 

 

○ 今回は応札したのは１者であったが、室内分

析で土壌系と可燃物系に分離発注することで

ントを施工した者が辞退したために、他のＰＣ

Ｂ処理事業所での経験がある者に依頼せざる

を得なかった。 

 

 

 

 

 

○ 国に準じた検査対象ということでこれまで

も毎年１回、今年は２回の検査が予定されてい

る。また、各事業所にも検査が入る。 

  

○ JESCO の積算においては厚生労働省が実施

しホームページに公表している賃金構造基本統

計調査を基準にして各種の作業毎の人件費単価

を設定しており、その中で、分析作業員について

大企業での単価を採用していたが、それが高いの

ではないかとの見方がある。 

 

 

 

 

○ 今年度は試験的なパイロット輸送であるこ

とから 1,000 袋としている。調査対象を増やす

には安全性が確認できたことを地元の方に説

明し納得していただくことが前提となる。年度

末に結果について説明し、ご了解をいただけれ

ば、数倍に増やすことができる可能性がある。

  調査をしたもので全体を推し量るというこ

とであるので、全数調査ではなく抽出により調

査を行っている。 

 

○ フレキシブルコンテナは可燃物、土壌系とタ

グでは分けてあるが、実際には混じっているも



参加できる業者が増えるのではないか。 

 

 

 

 

○ 競争参加資格の要件で除染特別地域内にお

ける土壌等の調査業務実績を有することとあ

るが、この要件を満たす業者はどのくらいいる

のか。 

中間貯蔵事業の一般競争入札において１者

応札、２者応札になっている案件が多いが、入

札の応募の状況について伺いたい。 

のもあり分離発注は難しい。 

  また、中間貯蔵施設のエリアの中に持ち込ん

だものを県外などのエリアの外に持ち出すこ

とが許されていないという点もある。 

 

○ この要件に該当する業者について５者は確

認している。 

実績等は要件としていないが、それでもなか

なか応札者がない。場所が福島であること、適

切な放射線の線量管理ができる者となるとな

かなか応札者がいない。 

【議事概要参考】 

 中間貯蔵・環境安全事業株式会社入札監視委員会は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律」（平成１２年法律第１２７号）の趣旨を踏まえ設置された第三者機関です。 

 同委員会の主な任務は、以下のとおりです。 

① ＪＥＳＣＯが発注した工事等に関し、入札・契約手続の運用状況について報告を受けること。 

② 当該工事等の中から委員会が抽出したものついて、一般競争参加資格の設定の理由及び経緯並び

に指名競争入札に係る指名の理由及び経過等について審議し、不適切な点又は改善すべき点があ

ると認めた場合に、ＪＥＳＣＯに対して意見の具申又は勧告を行うこと。 

③ 公募型及び通常指名競争入札並びに随意契約における入札・契約手続に係る再苦情処理を行うこ

と。 

【問合せ先】 

東京都港区芝一丁目７番１７号 住友不動産芝ビル３号館４Ｆ 

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 

管理部入札監視委員会事務局 

契約・購買課 


